
　・御所方面からみどり園への進入
　・みどり園から田園方面への退出
※できるかぎり、最初に市指定袋に入ったごみをスムーズに
　全部降ろせるよう、積み方を工夫してください。
○みどり園内および出入口付近では、徐行運転のうえ、係員
　の指示に従ってください。
○搬入されるごみには受付できないものがありますので、ご
　み分別の手引きや、事前にみどり園に問い合わせるなど、
　確認のうえ搬入してください。
　（みどり園は家庭ごみ［生活ごみ］の処理場です。）

　現在、五條４丁目地内に建設工事が進められている新火葬場
の本館棟が、まもなく完成します。それにともなう一部供用開
始は、平成１９年２月の予定です（ただし、全体整備の完成は、
３月末の予定です）。
　新火葬場は生活様式の変化に対応して、従来の火葬場のイ
メージを払しょくする品位と近代感覚を備えた建築様式を取り
入れるとともに、無煙・無臭で火葬可能な最新の機器を導入し、
環境対策に最善の配慮を行なっています。

■問合先		生活環境課　本（内線３９１）

年末にごみを持ち込む際の注意 

※１２月29日（金）、30日（土）の２日間は、みどり園出入口付近は右折禁止となります。

ごみの分別収集にご協力を！ 

◎リサイクルごみを出す時は、出し方の注意を守ってください！
　※ペットボトルのキャップ・ラベルは必ずはずしてください。
　　（ラベルをはがしにくいときは、ハサミなどで切り込みを入れてからはがしましょう。）	
　　ペットボトルの中は、必ず１、２回は軽くすすいでください。
○その他の対象となっているプラスチック容器についても、付属物はできるかぎり取り除き、軽くすすいでか
　ら出してください。

◆ごみ分別の手引きを確認のうえ、ごみの減量化・分別収集にご協力ください。

■問合先　みどり園　☎２４・４１１１　　業務第２係（西吉野支所内）☎３３・０３０１

まもなく完成します　新火葬場
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